
　令和２年分所得税確定申告から、公的年金控除・給与所得控除が１０万円引き下げられ、
基礎控除が１０万円引き上げられます！

令和２年分　所得税確定申告の主な改正点

給与所得控除の改正

給与所得控除の改正

公的年金等控除額の改正

　「給与所得控除」は、会社員や公務員などの給与所得者が勤務する上での必要経費として年収から差し引くこ
とができる控除ですが、控除額が一律で１０万円引き下げられ、同時に給与所得控除の上限も２２０万円から
１９５万円と変更されました。

　「基礎控除」は改正前は所得金額に関わらず一律年間３８万円となっていましたが、今回の改正で「１０万円
引き上げられ４８万円」となりました。
　同時に、一定の所得層以上は一律の控除は必要ないという考えから、年間所得が２,４００万円を超える方は
段階的に控除額が引き下げられ、２,５００万円を超える所得層の基礎控除額は０円となります。

　年金収入金額が７７０万円未満の区分の控除額が１０万円引き下げられ、改正前に「７７０万円以上」であっ
た区分が2つに分けられました。 （公的年金等の雑所得以外の合計所得額が１，０００万円以下の場合）

※ただし、給与等の収入金額が６６０万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五
　（年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表）により給与所得の金額を求めます。

※公的年金等の雑所得以外の合計所得額が１，０００万円超の場合は記載省略しています。

給与の収入金額（A）
給与所得控除額

改　正　後 改　正　前
１６２万円５千円 以下 ５５万円 ６５万円

１６２万５千円 超 ～ 　 １８０万円 以下 （A）×４０％ -　１０万円 （A）×４０％
　　１８０万円 超 ～ 　 ３６０万円 以下 （A）×３０％ +　　８万円 （A）×３０％ +　１８万円
　　３６０万円 超 ～ 　 ６６０万円 以下 （A）×２０％ +　４４万円 （A）×２０％ +　５４万円
　　６６０万円 超 ～ 　 ８５０万円 以下 （A）×１０％ +１１０万円

（A）×１０％ +１２０万円
　　８５０万円 超 ～ １，０００万円 以下

１９５万円
１，０００万円　超 ２２０万円

年齢区分
改　正　後 改　正　前

【A】公的年金等の収入金額 公的年金等の雑所得の金額 【A】公的年金等の収入金額 公的年金等の雑所得の金額

65歳未満
（S31.1.2

以降の
生まれ）

 ～６０万円以下 0円  ～７０万円以下 0円
６０万円超～１３０万円未満 【A】－　　 ６０万円 ７０万円超～１３０万円未満 【A】－　　 ７０万円
１３０万円超～４１０万円未満 【A】×０．７５ － ２７万５千円 １３０万円超～４１０万円未満 【A】×０．７５ － ３７万５千円
４１０万円超～７７０万円未満 【A】×０．８５ － ６８万５千円 ４１０万円超～７７０万円未満 【A】×０．８５ － ７８万５千円

７７０万円超～１，０００万円未満 【A】×０．９５ －１４５万５千円
７７０万円以上 【A】×０．９５ －１５５万５千円

１，０００万円以上 【A】－１９５万５千円

65歳以上
（S31.1.1

以前の
生まれ）

～１１０万円以下 0円 １２０万円以下 0円
１１０万円超～３３０万円未満 【A】－　　１１０万円 １２０万円超～３３０万円未満 【A】－　　１２０万円
３３０万円超～４１０万円未満 【A】×０．７５ － ２７万５千円 ３３０万円超～４１０万円未満 【A】×０．７５ － ３７万５千円
４１０万円超～７７０万円未満 【A】×０．８５ － ６８万５千円 ４１０万円超～７７０万円未満 【A】×０．８５ － ７８万５千円

７７０万円超～１，０００万円未満 【A】×０．９５ －１４５万５千円
７７０万円以上 【A】×０．９５ －１５５万５千円

１，０００万円以上 【A】－１９５万５千円

合　計　所　得　金　額 基 礎 控 除 額

２，４００万円以下 ４８万円

２，４００万円 超　２，４５０万円 以下 ３２万円

２，４５０万円 超　２，５００万円 以下 １６万円

２，５００万円 超 控除なし

○　改正後 ○　改正前

３８万円
（所得制限なし）
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